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近年の税制改革の経緯について
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「 我 が 国 税 制 の 現 状 と 課 題 － ２ １ 世 紀 に 向 け た 国 民 の 参 加 と 選 択 － （ 抄 ）」

（ 平 成 １ ２ 年 ７ 月 、 政 府 税 制 調 査 会 中 期 答 申 ）

第一 基 本 的 考 え 方

三 近 年 の 税 制 改 革 の 流 れ と 現 状

１ ．近年の税制改革の流れ

現在、シャウプ勧告から 年、消費税導入から 年といった節目の年を経過し50 10

たところです。税制については、これまでも少子・高齢化や国際化の進展などの

経済社会の構造変化などに対応して、消費税の創設をはじめ、個人所得課税、法

人課税についても抜本的な改革を行うなど、税制全般にわたる見直しを進めてき

ています。

また、バブルの生成から崩壊に至る過程での土地税制や金融税制の見直し、恒

久的な減税など近年の景気対策を優先した税制面での対応により、税制の姿は大

きく変化しています。

税制の今後の課題を検討するに先立って、まず、近年、公平・中立・簡素の基

本原則を踏まえつつ、どのような考え方の下にどのような税制改革が行われてき

たかを概観することとします。

昭和 ・ 年 の 抜 本 的 税 制 改 革( )1 62 63

高度経済成長から二度の石油危機を経て、わが国の経済社会は大きく変化しま

。 、 、 、した 所得水準の上昇と平準化 消費の多様化・サービス化 人口構成の高齢化

経済取引の国際化といった経済社会の構造変化の中で、シャウプ勧告を基礎とす

62 63るそれまでの税制について種々の問題が提起されるに至り、昭和 年から昭和

年にかけて、抜本的な税制改革が行われました。

諸外国においても 年代末から 年代にかけて、石油危機に伴うインフレや1970 80

経済成長の鈍化の中で政府部門の拡大及び所得課税負担の増加が生じていたこと

などを背景に、税制の大幅な改正が行われていました。主要国では、イギリスの

サッチャー首相による税制改革、アメリカのレーガン大統領による税制改革に見

られるように、所得課税の重税感や高い限界税率による活力の低下などの弊害を

取り除く観点から、課税ベースの拡大を図るとともに、個人所得課税の税率引下

。 、げ・累進緩和や法人課税の税率引下げが行われていました ヨーロッパ諸国では

所得課税の負担軽減を図るための財源確保や財政赤字の削減のため、付加価値税

の税率引上げ等が行われていました。

（注 ）その後の 年代には、アメリカにおいて、垂直的公平を回復させるとい90
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う観点などから個人所得課税の税率の刻み数の増加、最高税率の引上げが行われ

るという動きもありました。

① 抜本的税制改革前の税制を見ると、しばしば減税が行われた高度成長期が終

わり昭和 年代に入ってからは、個人所得課税の本格的な見直しが行われなか50

ったこともあり、税体系が所得課税に大きく依存することとなり、個人所得課

税の累進度がかなり強い下で負担の累増感が高まっていました。また、所得の

種類間における捕捉のアンバランスが指摘されていたこともあって、税負担の

水平的公平の確保に対する関心が従来以上に高まっていました。

それまでのわが国の消費課税は、主要国の中で唯一、長い間奢侈性や便益性

などに着目して課税する物品税を中心とした個別間接税のみに依存するものと

なっていました。このため、物品間での課税のアンバランスが生じ、また、サ

ービスに対する課税が行われていなかったことなどから、消費の多様化やサー

ビス化といった変化に対応しきれておらず、税制の公平・中立・簡素の観点か

ら大きな問題を抱えていました。

また、本格的な少子・高齢化社会の到来を控え、より豊かな経済社会を築い

ていく視点からは、従来の税制のままでは、高齢世代に比べ相対的に人数が少

なくなる勤労世代の負担がますます増大し、勤労意欲や事業意欲が阻害される

ことになりかねないと考えられていました。より多くの人々が社会を支えてい

けるような税体系を構築するとともに、社会保障をはじめ増大する財政需要を

支えるために安定的な歳入構造を確保していくことが重要な課題となっていま

した。

② これらの状況を踏まえ、個人所得課税を引き続き税体系の中心と位置付けつ

つ、その負担が過重になって勤労意欲・事業意欲を阻害することのないよう大

幅な負担軽減を図ることとし、税率構造の累進緩和・簡素化や各種控除の見直

しが行われました。また、資産性所得について、課税の公平を確保するため、

利子課税の見直し(一般的なマル優制度等の廃止・一律源泉分離課税制度の導

入)や株式等譲渡益の課税化（原則非課税制度の廃止）を通じ課税の適正化が行

われました。法人課税についても、税負担の公平の確保のほか、経済の活性化

や税制の簡素化などの観点を重視して、課税ベースが拡大されるとともに実効

税率の引下げが行われました。

消費課税については、税体系全体を通じた実質的な税負担の公平を図るとと

もに、高齢化の進展などにより増加する公的サービスの提供に必要な歳入構造

の安定化に資するため、消費一般に対して広く公平に負担を求めていくことが

必要と考えられました。限られた物品・サービスにのみ負担を求めるそれまで
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の間接税制度を抜本的に改め、広く消費一般を課税対象とする売上税の創設が

検討され、昭和 年に法案が国会に提出されましたが廃案となりました。その62

後、売上税をめぐって行われた指摘・論議を踏まえ、個別間接税を整理・合理

化するとともに消費税を創設することが検討され、昭和 年 月、間接税制63 12

度の改革を含む税制改革関連法が成立し、消費税も平成元年 月に実施に移さ4

れました。

以上のように、昭和 ・ 年の税制改革は、経済社会の構造変化を踏まえ、62 63

公平・中立・簡素の基本原則に基づき、社会共通の費用を賄うための負担はで

きるだけ国民が広く公平に分かち合うことが望ましいとの考え方の下に行われ

た、シャウプ勧告以来の抜本的な改革でした。

平 成 元 年 以 降 の 税 制 改 革( )2

平成元年以降の経済状況と税制の変遷は次頁の（資料１）のとおりであり、昭

和 ・ 年の抜本的税制改革を踏まえつつ、その後の経済社会の構造変化に対応62 63

した税制の見直しが進められるとともに、その時々の景気情勢に配慮した措置も

講じられてきました。

① 経済社会の構造改革に対応した税体系の改革等

平成６年の税制改革においても、少子・高齢化の進展をはじめとするわが国経

、 、済社会の構造変化などに対応するため 個人所得課税を税体系の中心に据えつつ

消費課税のウェイトを高める改革が行われました。また、バブルの生成と崩壊の

過程において、土地や金融をめぐる状況の変化や企業活動の環境変化などに対応

する各般の政策対応・制度改革が行われ、税制としても、これらに適切に対応す

る観点から様々な取組みが行われてきました。

イ ．平成６年の税制改革

この税制改革は、少子・高齢化が進展していく中で、公正で活力ある福祉社会

を実現するためには、公平・中立・簡素の基本原則に基づきつつ、高齢化社会を

、支える勤労世代に過度に負担が偏らないよう世代を通じた税負担の平準化を図り

社会全体の構成員が広く負担を分かち合うことが重要であるという考え方に立っ

て行われたものです。平成６年 月に関連法が成立し、国民が公平感を持って納11

税し得るような税体系を構築する観点からの税制改革が実現されることとなりま

した。具体的には、個人所得課税について、中堅所得者層を中心とした税負担の

累増感を緩和するため、全体としての税率構造の累進緩和などによる税負担の大

幅な軽減を行いました。消費税について、社会の構成員が広く負担を分かち合う

よう、中小事業者に対する特例措置等について必要な見直しを行い、税率を引き
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上げることにより消費課税の充実が図られました。同時に、地方分権の推進、地

域福祉の充実等のため、地方税源の充実を図る観点から、消費譲与税に代えて地

方消費税が創設されました。

平成６年の税制改革は、経済社会の構造変化に対応した改革であると同時に、

。 、 、景気対策という側面をも併せ持ったものでした すなわち 経済状況に配慮して

消費税率の引上げ等を平成９年４月実施としつつ、個人所得課税について、平成

７年（度）以降の制度減税を行うとともに平成６年（度）から８年（度）の特別

減税を組み合わせ、先行減税が実施されました。

（以下略）


